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（仮称）えんがる町⺠センター施設名称案 

 

１ 施設名称選定の基本的要素 

  施設名称を選定するに当たっては、この施設がどのような機能を持った施設なのかを表現す

る言葉を使用し、公共施設であることをわかりやすく表現する必要があります。 

  （仮称）えんがる町民センター建設に係る検討においては、次の基本的な要素を掲げること

ができます。 

（１）整備方針 

本施設は、「福祉センターの代替施設としての役割も担った文化センターを建設すべきであ

る。」という「遠軽町文化センター等を考える会」からの進言に基づき、次の２つの整備方針

を設定しています。 

①音楽を中心とした芸術・文化活動の拠点として、町の活性化を図る施設 

②中心市街地に新たなにぎわいや人と人との交流を創出し、町民のよりどころとなる施設 

（２）管理運営方針案 

  施設の望ましい管理運営の在り方の方向性を示す「管理運営方針案」において、次の４つの

基本的な機能を有する施設としています。 

①芸術文化活動機能、②公民館活動機能、③にぎわい創出機能、④防災機能 

（３）交付金事業 

施設建設に係る財源は、国土交通省が所管する社会資本整備総合交付金における都市再生

整備計画事業の実施により交付金を充てることとしており、この施設は、本交付金の事業メ

ニューである「地域交流センター」という位置付けを有しています。 

本事業においては、都市機能の集積を促進するため、遠軽町福祉センター、遠軽町高齢者セ

ンター及び遠軽町青少年会館といった同様の機能を有する施設を統廃合することにより、コ

ンパクトシティを推進するとともに、地域住民の相互交流を目的に、地域活性化の拠点とし

て文化・交流等の都市活動・コミュニティ活動を支える施設という位置付けを有しています。 

 

２ 施設名称選定のキーワードと傾向 

（１）上記１の要素を踏まえると、次のような施設名称に関するキーワードが挙げられます。 

「芸術文化」、「拠点」、「にぎわい」、「公民館」、「活性化」、「地域交流」 

（２）道内公立文化施設（別添一覧）に付された施設名称には、次のような傾向があります。 

① 昭和３０～５０年代に建設された施設には、○○公民館、○○町民会館、○○文化会館

といった名称が多く付されています。 

② 平成元年以降に建設された施設には、○○センター、○○ホールといった名称が多く付

されており、施設での主な活動機能（例えば、芸術文化、文化交流等）を配した名称として

います。また、○○交流館や○○プラザなど個性的な名称も付されています。 

③ ○○ホールや○○劇場は、音楽ホール・劇場機能に特化した施設に多く付されています。 
 
【参考】 

名称 意味 

センター 多くのものごとが集まること。ある地域の特定の業務を集中させた場所、施

設。中央に位置付けること。 

プラザ スペイン語で、都市にある公共の広場を意味する。 

ホール 施設や広間などを意味する、建造物における用法。 
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劇場 演劇や歌舞伎、オペラ、コンサート等を観客に見せるための施設。 

会館 中国で商工業者が親睦のために建てた組織及びその建物。転じて日本でも集

会場や事務所などを兼ねた建物の名前として用いられている。 

館 公共性のある建物、大きな店舗。 

 

３ 施設名称案 

（１）上記１、２から想定される施設名称案は次のとおりです。 

 名称 理由 

1 遠軽町芸術文化交流センター 芸術・文化活動を通じて、新たなにぎわいを生み、

人と人との交流を創出する拠点（センター） 

2 遠軽町地域交流センター 地域住民の相互交流を目的とした地域活性化の拠

点（センター） 

3 遠軽町芸術文化交流館又は遠軽

町芸術文化交流プラザ 

芸術・文化活動を通じて、新たなにぎわいを生み、

人と人との交流を創出する施設（館、プラザ） 

  ※ 「公民館」については、遠軽町公民館条例に「遠軽公民館（仮）」として規定することと

なるため、施設名称案から除外します。 

（２）（１）のほかに考えられる施設名称案は次のとおりです。 

 名称 理由 

1 えんがる町民センター 仮称として使用していた名称であり、馴染みがあり

ます。 

2 遠軽町文化センター（会館） 文化活動を行うホールや会議室を有する施設の名

称として一般的です。 

 

４ 諸室の名称について 

  公立文化施設に設置される諸室の名称については、一般的に「大ホール」、「音楽ホール」、「音

楽スタジオ」、「研修室」、「和室」等の室名が付されていますが、これらの諸室の機能がわかりや

すく、町民に愛着を持ってもらうことなどから、諸室に対しても愛称や呼称を付す場合があり

ます。 

諸室の名称については、諸室出入口などにサイン（室名プレート）を設置することとなりま

すので、予め名称を検討しておく必要があります。 

現在の設計における主な諸室等の名称は次のとおりです。 

階 室名 面積（㎡） 利用内容 備考 

１ 大ホール 1,040 吹奏楽、ダンス、バレエ、演劇、講演会など  

楽屋１ 28 出演者控室（シャワー、トイレ完備）  

楽屋２ 22 出演者控室（会議利用も可）  

楽屋３ 23 出演者控室（会議利用も可）  

リハーサル室 134 ダンス、体操、舞踊など  

小ホール 364 講演会、研修会、パーティーなど  

スタジオ 98 太鼓、バンドなど  

調理研修室 66 料理教室やパーティーの調理  

カフェ 30 軽食、飲み物の提供  

交流ホール 127 幼児向け遊具  
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※機械室、倉庫等の施設管理スペースを除く。 

 

ホワイエ１ 231 地域情報の提供や簡易コンサートなど  

ホワイエ２ 254 休憩、公共交通の待合など  

事務室１ 76 指定管理者事務室  

事務室２ 137 貸事務室（商工会議所）  

公共歩廊 111 ＪＲ遠軽駅とのバリアフリー通路  

２ 多目的室１ 68 音楽系  

多目的室２ 77 製作系、陶芸や工作など  

多目的室３ 58 情報系  

多目的室４ 58 講習・会議 ５と一体利用可  

多目的室５ 58 講習・会議 ４と一体利用可  

多目的室６ 68 会議  

多目的室７ 28 役員会、講師控室など  

和室１ 49 書道、詩吟、舞踊、着付など  

和室２ 36 茶道、書道、詩吟、舞踊、着付など  

和室３ 38 茶道、書道、詩吟、舞踊、着付など  

鑑賞室 20 乳幼児  

ホワイエ３ 78 休憩  

ホワイエ４ 113 休憩  


